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１．事業の概要

土壌汚染対策法において、土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の

調査（以下「土壌汚染状況調査」という。）については、環境大臣が指定し

た指定調査機関が実施することとなっているが、業者によって経験や技術の

差が大きいなどといった指摘がある。

このため、改正土壌汚染対策法においては、指定調査機関が行う土壌汚染

状況調査の技術的能力に関する信頼性を確保するため、指定の更新制度、技

術管理者の設置などを新たに規定したところであり、特に、技術管理者につ

いては、土壌汚染状況調査に精通していることが必要であることから、技術

管理者の試験制度を創設し、当該試験に合格することを要件とすることとし

ている。

このことから、当該試験の実施にあたって必要な試験問題の作成、試験実

施の準備及び試験の実施・監督を行うこととし、試験合格者に対しては技術

管理者証を交付する。

また、指定調査機関の業務実態等を把握するための業務実施状況調査を行

い、当該機関の指導監督及び施策検討に必要な情報を得る。

２．事業計画

調 査 項 目 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

技術管理者試験の実施・監督等○

指定調査機関の業務実施状調査○

３．施策の効果

当該施策により、指定調査機関に設置される技術管理者の技術的能力の確

行う土壌汚染状況調査等の信保・向上が図られることから、指定調査機関が

。頼性が保たれる
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試験の実施に必要な試験問題の作
成や、技術管理者証の交付等を実施。

指定調査機関の技術的能力の向上・維持に資する！！

環境大臣が実施する技術
管理者試験に合格すること
が要件。

指定調査機関の業務実
態等を把握し、指導監督
及び施策検討に必要な
情報を得る。

土壌汚染対策のためには、一定の技術的能力を維持し土壌汚染状況調査
の信頼性を確保することが必要

指定調査機関の実態
・指定調査機関の経験や技術にバラツキがある。
・外部委託により、土壌汚染の調査に関する技術や知識を有していない機関もある。

改正土壌汚染対策法により
・指定の更新制度
・技術管理者の設置
を導入

②指定調査機関の
業務実施状況調査

①技術管理者試験の実施・監督等
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